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訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
セージュ新ことに運営規程 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、医療法人耕仁会が開設する介護老人保健施設セージュ新ことに 

（以下「事業所」という。）が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリ

テーション事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員および

管理運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 

 （事業の目的） 

第 ２ 条 事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、その利用者が可能

な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

  

 （運営の方針） 

第 ３ 条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１）訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション（以下、「訪問リハ

ビリテーション等」という。）の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若

しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し、

計画的に行うものとする。 

（２）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、

常にその改善を図るものとする。 

（３）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテ

ーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画（以下、「訪問リハビリテ

ーション計画等」という。）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常

生活の自立に資するよう適切に行う。 

（４）訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説

明を行う。 

（５）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。  
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（事業所の名称及び所在地） 

第 ４ 条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 介護老人保健施設セージュ新ことに 

（２）所在地 札幌市北区新琴似町７８７番地２、同番地３ 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第 ５ 条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりと

する。 

 （１） 管理者（医師） １人（常勤兼務） 

     事業所職員の管理と共に業務の実施状況、把握その他管理を一元的に行う。 

 （２） 理学療法士  １人以上（常勤兼務）  

（３） 作業療法士  １人以上（常勤兼務）  

      理学療法士・作業療法士（又は言語聴覚士）は、医師の指示並びに訪問リハビ

リテーション計画等に基づき、利用者の心身機能の回復を図るために必要なリ

ハビリテーション、指導を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 ６ 条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日  月曜日から金曜日までとする。 

ただし、祝日及び１２月３０日から１月３日までを除く。 

（２）営業時間 １３時００分～１７時００分までとする。 

 

（訪問リハビリテーション等の内容及び利用料その他の費用の額） 

第 ７ 条 事業所が行う訪問リハビリテーション等の内容は、計画的な医学管理を行っ

ている医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動

作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため

に行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとする。 

２ 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基

準によるものとし、当該訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるとき

は、その１割又は２割の額とする。 

３ 法定代理受領サービス以外の訪問リハビリテーション等を提供した場合は、前項の法

定代理受領サービスの単価に単位単価を乗じた額とする。 

４ 第２項から第３項までの費用の支払いを受ける場合には、要介護者等又はその家族に

対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意

する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。    
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 （利用料滞納以外における契約解除事項） 

第 ８ 条 事業所のサービス及びその職員の人権を守る観点から、以下の事由等の発生が

確認された場合、契約を解除するものとする。 

（１） 利用者又はその家族が事業所へ著しい不信行為を行う場合 

（２） 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団、暴力団員、 

暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者又は関係者、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他の反社会的勢力、 

又は暴力団関係者との利害関係者であることが判明した場合 

(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例に基づく) 

（３）職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメント

などのハラスメント行為などが発生し、関係者間で協議した結果、解決困難

で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 ９ 条 通常の事業の実施地域は、札幌市北区、西区・手稲区・石狩市とする。 

 

（要望又は苦情等の申し出） 

第１０条 利用者又はその家族は、事業所の提供する訪問リハビリテーション等に対して

の要望又は苦情等について、管理者に文書、電話、口答等で申し出ることができる。事

業所は、「ご意見箱」を用意して苦情、ご意見等を受付し、また、苦情については、別

紙図１に記載の手順に従い、誠意を持って対応する。 

 

（秘密の保持と個人情報の保護） 

第１１条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業所者における個人情報の適切な取り扱いのた

めのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 

２ 事業所及びその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を、正当

な理由なく第三者に漏らしてはならない。 

３ この秘密を保持する業務は、サービス提供契約が終了した後においても継続する。 

４ 事業所及びその職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を雇

用契約の内容とする。 

５ 事業所は、利用者から予め文書で同意を得た場合に限り次の情報提供を行う。 

（１）介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業所その他の介護

保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等

への療養情報の提供。 
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（２）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。

なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを

厳守する。 

６ 事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの

他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止しなければならない。 

７ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することと

し、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行

い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとする。（開示に際して複写料

などが必要な場合は利用者の負担とする。） 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１２条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等ハラスメントの防止等のために、次に

掲げるとおり必要な措置を講ずるものとする。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定する 

    虐待防止責任者 管理者  藤原 和彦 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（４）成年後見人の利用を支援する 

（５）苦情解決体制を整備する 

（６）サービス提供中に職員が、養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村に通報する。 

 

（賠償責任） 

第１３条 訪問リハビリテーション等の提供に伴い、事業所の責に帰すべき事由によって

利用者が被害を被った場合、事業所は、利用者に対して損害を賠償する。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって事業所が被害を被った場合、利用者及び身元引受

人は、連帯して事業所に対してその損害を賠償する。    

 

（身分証携行義務） 

第１４条 職員は、常に身分証を携行し、訪問時、利用者または家族からその提示を求め

られたときは、いつでも身分証を提示しなければならない。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１５条 従業者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。 
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（１）採用時研修 採用後 1 か月以内 

（２）継続研修  年 1 回 

２ この規定に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、（医療法人耕仁会 

と管理者との）協議に基づいて定めるものとする。 

３ 第三者評価の実施状況 

 平成 29 年 10 月 6 日 

平成 30 年 10 月 4 日 

令和元年 12 月 6 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２５年９月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成２８年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成２９年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、平成３０年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和１年 10 月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和３年４月１日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和４年 10 月 1 日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和５年６月３０日に一部改訂し、同日から施行する。 

この規定は、令和６年６月 1 日に一部改訂し、同日から施行する。 
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                                      図１ 

 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 介護老人保健施設 セージュ新ことに 
サービス種類 （介護予防）訪問リハビリテーション 

 

措置の概要 

苦情対応流れ図

苦情（文書、電話、口答、その他）

事実関係調査指示

苦情受付票コピー

　　不満･紛争への可能性        納得･解決

　　・国民健康保険連合会

　　・札幌市社会福祉協議会福祉サービス苦情センター

　　・弁護士、保険会社への相談等

施設内

苦情対応責任者
事務長

　　　　　担当　支援相談員

　　　　   　 １次受付者

苦情受付票を起票

苦
情
関
係
部
署

報告

改善指示
苦情受付票本紙送付

苦情の核心把握
対応方針決定

管理者（施

設長）

報告･相談

対
応

苦情申立者
情報共有化 情報共有化

対応方法の再検討 内容を見極めつつ、情報共

有化が必要な苦情について

は、施設内で情宣。類似の

苦情発生の防止に努める。

（連絡先）７６８－２８００ 
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介護予防訪問リハビリテーションセージュ新ことに 

訪問リハビリテーションセージュ新ことに利用約款 
 
(約款の目的) 

第１条  （介護予防）訪問リハビリテーションセージュ新ことに（以下｢当施設｣という。）は、

要支援状態又は要介護状態と認定された利用者(以下単に｢利用者｣という。)に対し、

介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるように（介護予防）訪問リハビリテーションを提供し、一方、利

用者および利用者を扶養する者(以下｢身元引受人｣という。)は、当施設に対しそのサ

ービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とします。 
（適用期間） 
第 2 条  本約款は、利用者が介護予防訪問リハビリテーションまたは訪問リハビリテーショ

ン利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人に変更

が合った場合は、新たに同意を得ることとします。 
 ２    利用者は、前項に定める事項の他、本約款の改訂が行われない限り、初回利用時の

介護予防訪問リハビリテーションまたは訪問リハビリテーション利用同意書の提出

をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 
(利用者からの解除) 
第 3 条  利用者及び身元引受人は、当施設に対し契約解除の意思を表明することにより、利

用者の居宅介護サービス計画にかかわらず、本契約に基づく介護予防訪問リハビリテ

―ションまたは訪問リハビリテーションを解除・終了することができます。なおこの

場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者

に連絡するものとします。 
（当施設からの解除） 
第 4 条  当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には本約款に基づく 

利用を解除・終了することができます。 
 ① 利用者が要介護認定において「自立」と認定された場合 
 ② 利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には､その計画で定められた

当該利用日数を満了した場合 
 ③ 利用者の病状､心身状態等が著しく悪化し､当施設での適切な介護予防訪問リハビ

リテーションまたは訪問リハビリテーションの提供を超えると判断された場合 
 ④ 利用者および身元引受人が、本約款に定める利用料金を 1 か月分以上滞納し、そ

の支払いを督促したにもかかわらず 10 日間以内に支払わない場合 
 ⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為

又は反社会的行為を行った場合 
⑥ 天災､災害､施設・設備の故障その他やむを得ない理由により､当施設を利用させる

ことができない場合  
（利用料金） 
第 5 条  利用者及び身元引受人は､連帯して､当施設に対し､本約款に基づく訪問リハビリテ

ーションの対価として､運営規程、別紙「介護予防訪問リハビリテーションまたは訪問

リハビリテーション料金」の料金をもとに計算された月ごとの合計及び利用者が個別

に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但

し､当施設は､利用者の経済状態等に変動があった場合､上記利用料金を変更すること

があります。 
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２   当施設は､利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し､前月料金の合計額の請

求書及び明細書を､毎月６日までに送付し､利用者及び身元引受人は、連帯して当施設

に対し当該合計額をその月の 17 日（土日祝祭日は翌営業日）にご指定の口座から引

き落としとなります。お支払いの方法は、預金口座振替とさせて頂きます。但し、引

き落とし出来なかった場合は、その月分を現金窓口支払いや現金振込となる場合もご

ざいます。詳しくは介護予防訪問リハビリテーション利用料金表または訪問リハビリ

テ－ション利用料金表をご参照下さい。 
３   当施設は､利用者又は身元引受人から､１項に定める利用料金の支払いを受けたとき

は､利用者及び身元引受人が指定する送付先に対して､領収書を送付します。 
４   利用者は、居宅においてサービス事業者がサービスを実施するために使用する物品

（衛生材料等）、水道、電気、ガスの費用を負担します。 
(記録) 
第６条  当施設は､利用者の介護老人保健施設サービスの提供に関する記録を作成し､その記

録を利用終了後２年間は保管します。  
 ２   当施設は､利用者が前項の記録の閲覧､謄写を求めた場合には､原則としてこれに応

じます。但し､身元引受人その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては､利用

者の承諾があり､必要と認められる場合に限りこれに応じます。 
(秘密の保持) 
第７条  当施設とその職員は､業務上知り得た利用者又は身元引受人若しくはその家族等に

関する秘密を､正当な理由なく第三者に漏らしません。利用者に関する情報は、ご本人

または身元引受人に直接ご確認をお願いすることとします。但し､次の各号についての

情報提供については､当施設は､利用者及び身元引受人から予め同意を得た上で行うこ

ととします。 
  ①  介護保険サービスの利用のための市町村､居宅介護支援事業者その他の介護保険事

業者等への情報提供、あるいは､適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提

供。 
  ②  介護保険サービスの質の向上のための学会､研究会等での事例研究発表等。なお、こ

の場合､利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 
２  前項に掲げる事項は､利用終了後も同様の取扱いとします。 

(緊急時の対応) 
第８条  利用中に利用者の心身の状態が急変した場合､当施設は､利用者及び身元引受人が指

定する者に対し緊急に連絡します。また､専門的な緊急医療を要する状態に陥った時は､

身元引受人への連絡の前に専門医療機関に転送することがあります。 
２   （介護予防）訪問リハビリテーションのサービスにより事故が発生した場合、速や

かに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 
 ３   他医療機関へ受診の際は、原則ご家族様が同伴して頂く事となります。 
（要望又は苦情等の申出） 
第９条 利用者及び身元引受人は､当施設の提供する訪問リハビリテーションの提供に対して

の要望又は苦情等について､管理者に文書、電話、口答等で申し出ることができます。

施設内には「ご意見箱」を用意し、苦情、ご意見等を受付けております。苦情につい

ては運営規程の苦情対応流れ図に示したように誠意を持って対応いたします。 
（賠償責任） 
第１０条 介護予防訪問リハビリテーションまたは訪問リハビリテーションの提供に伴って当

施設の責に帰すべき事由によって､利用者が損害を被った場合､当施設は利用者に対し
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て損害を賠償するものとします。 
２   利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合､利用者及び身元引

受人は､連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 
（身分証携行義務） 
第１１条 サービス従事者は、常に身分証を携行し、訪問時、利用者または家族からその提示

を求められたときは、いつでも身分証を提示します。 
（利用契約に定めのない事項） 
第１２条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意を持って協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 
介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーションについて 

 
１. 介護保険被保険者証の確認 
説明を行うに当たり、ご利用者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

２. 介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーションの概要 
  介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーションは、要介護者及び要支援１，

２の方で家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、利

用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ訪問リハビリテーション（介護予防）

を提供し、これを提供するにあたっては、利用者に関わる職種の協議によって、介護予防訪

問リハビリテーション・訪問リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・

身元引受人（ご家族）の希望を十分取り入れ、また、計画の内容については同意をいただく

ようになります。 
３. 利用料金 
（１）基本料金 

     訪問リハビリテーション（介護予防）利用料金は、要介護認定による要介護度によ

って利用料が異なります。詳しくは運営規程「訪問リハビリテーション（介護予防）

料金表」を参照して下さい。 
（２）利用料金の支払方法  
 毎月６日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の１７日迄にお支払い下

さい。 
お支払いいただきますと領収書を発行致します。    
お支払いの方法は下記の中からお選び下さい。 

① 預金口座振替による利用料の支払い 
      預金口座振替依頼書の提出をいただき、ご利用者のお取引先の金融機関に手続き

をとります。振替日は毎月、１７日となっております。 
② 窓口払い 

      平日の営業時間内に窓口でお支払い下さい。（休日はお取り扱いしません。） 
      ＜営業時間ＡＭ８：５０～ＰＭ５：００＞ 

③ 銀行振込 
      次の銀行口座に振り込んで下さい。 
  銀行（支店）名  北陸銀行  琴似支店 

   口座番号     普通預金  ４２４４０７０ 
   講座名義     医療法人耕仁会セージュ新ことに B 口座  



☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 204円/日

☆ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 244円/日

☆ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 183円/月

☆ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 217円/月

☆ 移行支援加算 　 18円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 7円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3円/20分

☆ 退院時共同指導加算 611円/回

☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 204円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 7円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3円/20分

☆ 退院時共同指導加算 611円/回

（退院（所）日又は訪問開始日から３ヶ月以内、1週に2日まで）

上記(イ)(ロ)について医師が利用者又はその家族に説明した場合 上記に加えて275円

加　　　算　　　等

介護老人保健施設セージュ新ことに

訪問リハビリテーション  セージュ新ことに・
介護予防訪問リハビリテーション  セージュ新ことに利用料金表（１割）

（単位：円　令6年　6月　１日現在）

訪問リハビリテーション

基　本　費　用 314円/20分
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請求書に記載のある『回』に関しては、20分を1回とするため、例えば、60分間の訪問では1日でも3回と記載されま
す。

（単位：円　令6年　6月　１日現在）

介護予防訪問リハビリテーション
基　本　費　用

加　　　算　　　等

303円/20分



☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 407円/日

☆ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 488円/日

☆ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 366円/月

☆ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 434円/月

☆ 移行支援加算 　 35円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 13円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6円/20分

☆ 退院時共同指導加算 1221円/回

☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 407円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 13円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6円/20分

☆ 退院時共同指導加算 1221円/回

（単位：円　令6年　6月　１日現在）

基　本　費　用 606円/20分

介護予防訪問リハビリテーション
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加　　　算　　　等

加　　　算　　　等

介護老人保健施設セージュ新ことに

訪問リハビリテーション  セージュ新ことに・
介護予防訪問リハビリテーション  セージュ新ことに利用料金表（2割）

（単位：円　令和6年　6月　１日現在）

訪問リハビリテーション

基　本　費　用 627円/20分

請求書に記載のある『回』に関しては、20分を1回とするため、例えば、60分間の訪問では1日でも3回と記載されま
す。

（退院（所）日又は訪問開始日から３ヶ月以内、1週に2日まで）

上記(イ)(ロ)について医師が利用者又はその家族に説明した場合 上記に加えて549円



☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 611円/日

☆ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 732円/日

☆ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 549円/月

☆ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 650円/月

☆ 移行支援加算 　 52円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 19円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 9円/20分

☆ 退院時共同指導加算 1831円/回

☆ 短期集中個別リハビリテーション実施加算（退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内） 611円/日

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 19円/20分

☆ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 9円/20分

☆ 退院時共同指導加算 1831円/回

加　　　算　　　等

介護予防訪問リハビリテーション

介護老人保健施設セージュ新ことに

訪問リハビリテーション  セージュ新ことに・
介護予防訪問リハビリテーション  セージュ新ことに利用料金表（3割）

（単位：円　令和6年　6月　１日現在）

訪問リハビリテーション

基　本　費　用 940円/20分
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（退院（所）日又は訪問開始日から３ヶ月以内、1週に2日まで）

上記(イ)(ロ)について医師が利用者又はその家族に説明した場合 上記に加えて824円

請求書に記載のある『回』に関しては、20分を1回とするため、例えば、60分間の訪問では1日でも3回と記載されま
す。

（単位：円　令6年　6月　１日現在）

基　本　費　用 909円/20分

加　　　算　　　等
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介護サービス利用者やそのご家族の皆様へのお願い 

 

当施設のご契約・ご利用にあたり、以下の行為をしないようにお願い致します。介護職員が安心して働く

ことが出来る環境づくりに、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１． 身体の暴力 

たたく・蹴る・ひっかく・つねる・物を投げつける、など。 

 

２． 心理的暴力 

大声で怒鳴る・威圧的な態度で文句を言う・理不尽または過剰な要求を繰り返す・無視をし続ける・⾧ 

時間に渡り口頭や電話で拘束する、など。 

 

３． セクシャルハラスメント 

正当な理由なく職員の身体を触る・抱きしめる・不快感を与える性的な言動をする、など。 

 

これらの行為は介護職員に障害を及ぼすばかりでなく、利用者ご自身のサービスの提供にも支障をきた

します。利用者やご家族と職員の信頼関係があってこそ、より良いサービスの提供が可能となります。 

 

 

〒001－0915 札幌市北区新琴似町 787 番地２,３ 

医療法人耕仁会 介護老人保健施設セージュ新ことに 

TEL：011－768－2800 FAX：011－768－2801 

E-mail：seijusk@seagreen.ocn.ne.jp 


